
 

 

品証技術基準（第１８回新検査制度ＷＧ提示案）に基づくＣＡＰシステム全体像（案） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①状態報告（CR：ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①状態報告（CR） 

⑤パフォーマンス評価、監視及び測定 

CAP システムにおける品証技術基準の適用イメージ（第 46 条 改善の機会） 

①状態報告

（CR） 

⑤パフォーマンス評価、監視及び測定（モニタリング） 

CAP システムの骨格 

③処置の実施（１） 

是正処置管理 

ＣＡＰシステム全体像（案） 

第 49 条第 1 項 プロセスの監視測定 

・日常業務の気付き 

自ら問題を発見する姿勢を示すための取

り組みであることから、所員（協力会社員

含む）の積極的な参画が必要 

・気付き事項 

5 章 個別業務に関する計画の策定及び個

別業務の実施、4 章 資源の管理、3 章 経

営責任者の責任、2 章 品質マネジメント

システム、6 章 監視測定、分析、評価及び

改善 

＞巡視点検、保守点検、検査及び試験、 

設計・調達、文書・記録、安全文化、 

教育・訓練、ヒヤリハット 等 

・プロセスの結果 

49 条 プロセスの監視測定、50 条 検査試

験、52 条 データの分析、53.条 継続的改

善、55 条 未然防止処置 

・監査等の結果 

47、48 条 外部からの評価、指摘事項、  

監査 等 

・その他 

改善提案、マネジメントオブザベーション

（MO）、意見要望（協力会社含む）、労務、

労働安全 等 

第 51 条 不適合の管理 

・不適合情報 

＞是正処置にも直接インプットされる。 

②スクリーニング 

第 49 条第 3 項 プロセスの監視測定 

・ＣＲの情報整理 

 ＞分析のための分類の整理 

・運転部門による即時対応 

・ＣＲのＰＰ情報の確認 

・プレスクリーニング 

（問題の特定（事象に対するリスク想定を含む）） 

 ＞力量のある担当者（専門家）による分類 

 ＞不適合の判断（不適合として CR に入力 

されたものは、その判断の妥当性確認） 

＞CAQ、Non-CAQ を判断したうえで処置 

の実施（１）、（２）への割振りを判断 

 ＞上層部を含めた会議体による内容の決定及び確認 

 

②③重要度の決定、対応のフォロー等（会議体） 

第 49 条第 3 項 プロセスの監視測定 

       （スクリーニング） 

第 54 条 是正処置 

・上層部を含めた意思決定の会議体を設置 

＞主な活動 

・スクリーニング（プレスクリーニング 

結果の決定及び確認） 

・是正処置、未然防止処置の必要性 

・是正処置、未然防止処置のレベル 

・不適合、是正処置、未然防止処置の実施

状況のフォロー 

  ・CR 傾向分析結果 

④処置の実施（２）〔通常業務としての

マネジメント管理〕 

第 49 条第 3 項 プロセスの監視測定 

・既存の業務プロセスによる対応 

⑤パフォーマンス評価、監視及び測定 

 

●スクリーニングを有効的に行うには… 

・CR を提出し易くし、気付き事項を増やす 

＞CR として発見者が帳票に入力する情報は必

要最小限とする。 

・パフォーマンスモニタリングの分析ための適切

な分類を工夫 

・情報量の増加に対応できる環境を整備 

（人的資源、ソフト、ハード） 

③処置の実施（１）〔是正処置管理〕 

第 54 条 是正処置 

第 55 条 未然防止処置 

・是正処置、未然防止処置 

 ＞重要度から是正が必要となるもの

を判断 

＞是正が必要な場合でも内容はグレ

ードに応じて決定 

（全ての事象に対してフルスペック

の是正処置を行うものではない。） 

＞不適合の可能性がある事象（重要度

高）を含む 

＞上層部を含めた会議体による内容

の決定及び確認 

④処置の実施（２） 

通常業務としての 

マネジメント管理 

②スクリーニング 

第 52 条第 2 項第 3 号 データの分析 

・傾向分析 

＞結果は CR としてインプット 

 

49 条第 1 項 プロセスの監視測定 

・CR に関する要素を追加 

51 条 不適合の管理  

・②で不適合と判断（実線矢印） 

・不適合として CR に入力 

（点線矢印） 基
本
モ
デ
ル 

②スクリーニング 

49 条 3 項 

プロセスの監視測定 

・適切に修正、是正 

するためのスクリ 

ーニングに関する 

プロセスを構築 

業務プロセス 

第 6 章 監視測定、分析、評価及

び改善 

第 5 章 個別業務に関する計画の 

策定及び個別業務の実施 

第 4 章 資源の管理 

 

第 3 章 経営責任者の責任 

その他（改善提案、MO、協力会

社の気付き、労務、労働安全 

等） 

第 2 章 品質マネジメントシステ

ム 

49 条第 4 項 プロセスの監視測定 

・所員への情報共有（第 46 条第 2 項 改善の機会） 

 ＞共有された情報を改善に活用 

  ・ＣＲ情報（処置結果含む） 

  ・ＣＲ傾向分析結果 

・情報を共有し改善に活用 

（46 条第 2 項 改善の機会） 

従来のＱＭＳに基づく業務

における気付き事項 

52 条第 2 項第 3 号 

 データの分析 

第 49 条第 4 項 プロセスの監視測定 

・データの分析までには至らないが情報として管理しておくもの 

CAQ Non-CAQ 

CAQ 

Non-

CAQ 

情報管理のみ ④処置の実施（２）〔通常業務としてのマネジメント管理〕 

49 条 3 項 プロセスの監視測定 

・既存の業務プロセス（7.5.1 業務の実施の管理）による対応 

・計画どおり結果が達成できない場合の修正（必要時の原因除

去を含む） 

・QMS によらない対応（一般的な業務対応） 

③処置の実施（１）〔是正処置管理〕 

54 条 是正処置、55 条 未然防止処置 

・発電所トップ層による重要度の決定 

・必ずフルスペックの是正処置を必要とするものではない。 

（判定した重要度に応じた処置を実施） 

・不適合未満で是正処置が必要な場合や予防処置を含めた未然

防止など、ＣＡＰシステムとしての是正処置の適用範囲、方

法を明確化 

49 条 3 項 プロセスの監視測定 

・計画どおり結果が達成できない場合の是正処置 

傾向

分析 

資料①－１ 
【関西電力㈱】

2020.3.18 

2019 年 3 月 20 日 
CAP に係る NRA 面談資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①状態報告（CR） 

⑤パフォーマンス評価、監視及び測定 

CAP システムにおける品管規則の適用イメージ（1 月 23 日公布版を踏まえ、条項・記載内容を更新） 

47 条第 1 項 プロセスの監視測定 

・CR に関する要素を追加 

49 条 不適合の管理 

・②で不適合と判断（実線矢印） 

・不適合として CR に入力 

（点線矢印） 

②スクリーニング 

47 条 1 項 

プロセスの監視測定 

・適切に修正、是正 

するためのスクリ 

ーニングに関する 

プロセスを構築 

業務プロセス 

第 6 章 評価及び改善 

第 5 章 個別業務に関する計画の 

策定及び個別業務の実施 

第 4 章 資源の管理 

第 3 章 経営責任者の責任 

その他（改善提案、MO、協力会社

の気付き、労務、労働安全 等） 

第 2 章 品質マネジメントシステム 

47 条第 1 項 プロセスの監視測定 

・情報を共有し改善に活用 

（44 条第 2 項 監視測定の結果の利用） 

従来のＱＭＳに基づく業務

における気付き事項 

50 条第 2 項 

 データの分析 

CAQ 

Non-

CAQ 

情報管理のみ ④処置の実施（２）〔通常業務としてのマネジメント管理〕 

47 条 4 項、5 項 プロセスの監視測定 

・既存の業務プロセス（7.5.1 業務の実施の管理）による対応 

・計画どおり結果が達成できない場合の措置 

・QMS によらない対応（一般的な業務対応） 

③処置の実施（１）〔是正処置管理〕 

52 条 是正処置、53 条 未然防止処置 

・発電所トップ層による重要度の決定 

・必ずフルスペックの是正処置を必要とするものではない。 

（判定した重要度に応じた処置を実施） 

・不適合未満で是正処置が必要な場合や予防処置を含めた未然防

止など、ＣＡＰシステムとしての是正処置の適用範囲、方法を

明確化 

47 条第 5 項 プロセスの監視測定 

・計画どおり結果が達成できない場合の措置 

傾向

分析 

不適合管理および是正処置通達 

における「Ａ(8.3)」参照 

不適合管理および是正処置通達 

未然防止処置通達 

における「Ｂ(8.2.3)」参照 

不適合管理および是正処置通達 

未然防止処置通達 

における「Ｃ(8.2.3)」参照 

不適合管理および是正処置通達 

未然防止処置通達 

における「Ｄ(8.5.2)、Ｄ(8.5.3)」参照 

不適合管理および 

是正処置通達、 

品質目標通達 

における「Ｅ(8.2.3)」

参照 

不適合管理および是正処置通達 

未然防止処置通達 

品質目標通達 

における「Ｆ(8.2.3)」参照 

未然防止処置通達 

における「Ｇ(8.2.3)」参照 

データ分析通達 

における「Ｈ(8.4)」参照 

前ページのフロー図は、過去の品管規則案をベースに作成されているため、2020 年 1 月 23 日公布版をベースに、条項・記載内容を更新。 

各プロセスにおける、当社の運用を定めた２次文書（通達）名を図示するとともに、具体的な条文を示す。 



 

 

 

ＣＡＰを受けた、保安規定の社内標準リストへの反映（抜粋） 

表３－１：本品質マネジメントシステム計画関連条項と品管規則の要求事項に基づき作成する社内標準との関係 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 
社内標準名 

説明 
１次文書 ２次文書 

４．２．３ 

４．２．４ 

文書の管理 

記録の管理 

原
子
力
発
電
の 

安
全
に
係
る 

品
質
保
証
規
程
※
１ 

原子力部門における文書・記録管理通達 

 

 

８．２．２ 内部監査 原子力部門における内部監査通達 

 

 

８．３ 

８．５．２ 

不適合の管理 

是正処置等 

不適合管理および是正処置通達  

８．５．２ 

８．５．３ 

是正処置等 

未然防止処置 

未然防止処置通達 CAP を受け、不適合に至らない事象（その他の事象）の是正処置について、

未然防止処置通達に記載したため、本項に 8.5.2を追記。 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室および経営監査室である（以下、本条において同じ）。 

 

表３－２（続き） 

本品質マネジメ

ントシステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

説明 １次文書 
２次文書 

８．２．３ プロセスの監視測定 

原
子
力
発
電
の 

安
全
に
係
る 

品
質
保
証
規
程 

品質目標通達  

原子力部門における内部監査通達 

 

 

運転管理通達  

不適合管理および是正処置通達 CAP について、不適合管理および是正処置通達に記載したため、8.2.3 の関

連標準に当該通達を追記。 

未然防止処置通達 CAPのうち、その他の事象の処置について、未然防止処置通達に記載したた

め、8.2.3の関連標準に当該通達を追記。 

７．６ 

８．２．４ 

機器等の検査等 検査・試験通達  

８．４ 

８．５．２ 

データの分析および評価 データ分析通達  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

社内標準名 条文案（抜粋） CAPシステムプロセスとの関連 

不適合管理および是正処

置通達 

第２章 ＣＡＰ 

１．目的 

保安活動上の問題を見逃さないために、低いしきい値で広範囲の情報を収集し、収集した問題をスクリーニングし、必要な処置を実施することを目的とする。 

２．問題等の収集 

原子力発電所の要員は、保安活動上の不適合に該当しないその他の事象も含めて、低いしきい値で気付いた問題等を報告する。 

３．問題等のスクリーニング 

報告された問題等については、安全上の重要度に応じて分類および不適合の判断を行うために、スクリーニング会議にてスクリーニングを実施する。 

なお、スクリーニングの結果、別表１のＣＡＱに該当する安全上重要と整理した問題についてはＣＡＰ会議にて影響度を確定させる。 

４．問題等に対する処置 

処理担当箇所の長は、不適合と判断された問題を、第３章以降の規定により速やかに不適合管理および是正処置対応を行う。 

 

 

５．分析を踏まえた処置 

処理担当箇所の長は、問題等を分析した結果、共通する原因があれば原因を除去するための処置を実施する。 

 

第５章 不適合管理 

１．目的 

発生した不適合が放置されることを防ぐために、不適合の処置方法を明確にして、適切に管理することを目的とする。 

２．不適合処置 

不適合処置の業務フローを別図２に示す。 

（１）不適合の検出と識別 

処理担当箇所の長は、不適合を検出した場合、不適合を識別し、管理する。 

不適合の「識別」方法には、当該機器への表示、文書への記録の他、隔離、作業伝票等帳票発行も含む。 

（２）不適合の処置 

ａ．処理担当箇所の長は、以下の項目を不適合処置・是正処置票等にて明確にし、別表１「ＣＡＰ処理区分表（兼不適合処理区分表）」の区分に応じて処理担当箇

所の長にて承認または各組織の長の承認（取りまとめ箇所の長の審査を含む）を得て、不適合処置を実施する。ただし、速やかに不適合処置が必要な場合はこの限

りではなく、その場合は不適合処置結果を報告する。 

 

第７章 是正処置等 

１．目的 

不適合の真の原因を除去することにより、同種同類の不適合の再発防止を図ることを目的とする。 

２．是正処置 

不適合の是正処置の業務フローを別図４に示す。 

（１）不適合の分析、原因特定 

処理担当箇所の長は、以下のとおり原因を特定し不適合処置・是正処置票等に記入（入力）する。 

ａ．処理担当箇所の長は、不適合に関する諸情報を入手し整理する。それらに基づき、また必要に応じて関係箇所も交え不適合の要因を抽出する。抽出した要因か

ら、真の再発の原因となり得る要因を特定する。 

特定にあたっては技術的、人的および組織的側面（業務プロセスのマネジメント）等の要因を考慮する。 

また、類似の不適合の有無を確認し、当該類似の不適合が再発する可能性を明確にする。 

ｂ．不適合処理区分Ｂ以上の不適合については、処理担当箇所の長は、取りまとめ箇所の長と協議のうえ、「人的要因分類表」を作成し、是正処置方法の承認を終

 

 

 

Ａ(8.3)，Ｂ(8.2.3) 

 

Ｃ(8.2.3)、Ｄ(8.5.2) 

 

 

Ａ(8.3)、 

Ｄ(8.5.2)、Ｄ(8.5.3)、 

Ｅ(8.2.3)、Ｆ(8.2.3) 

 

Ｂ(8.2.3) 

 

 

 

 

 

Ａ(8.3) 

 

Ａ(8.3) 

 

 

Ａ(8.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ(8.5.2) 

 

Ｄ(8.5.2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

えるまでに人的要因による不適合か否かを判定する。 

また、処理担当箇所の長は、原因の特定において必要に応じ安全文化との関係を整理する。 

ｃ．不適合処理区分Ａについては、処理担当箇所の長は「人的要因分類表」の作成に加え、時系列に整理する等により、直接要因を詳細分析する。ただし、「人的

要因分類表」に記載されている詳細な分析が「否」となる事象を除く。 

（２）処置の必要性の評価と決定 

処理担当箇所の長は、上記（１）項の原因の特定を踏まえ、以下のとおり是正処置の必要性を評価・決定し、処置を実施する。 

なお、不適合処理区分Ｃについては、以下の是正処置対応を必ずしも必要とはしないが、再発状況またはデータ分析を踏まえた対応等、是正処置が必要と判断すれ

ば適切な是正処置を行う。 

ａ．処理担当箇所の長は、特定された原因に基づき不適合の原子力安全に対する重要性および以下の点に留意して、関係箇所および必要に応じ取りまとめ箇所の長

と協議し、是正処置の要否および是正処置内容を評価検討する。 

・再発防止のため、不適合の真の原因を除去する処置をとるものであるか。 

・検出された不適合のもつ影響に応じたものであるか。 

・同種同類不適合の再発を防止できるか。 

・業務を繁雑にさせない内容、具体的な内容等、実務において実行しやすい内容か。 

・手順の文書化等、永続性のある手法か。 

・当該の業務に関係するものが遵守できる内容か。（必要な場合は、教育・訓練制度への反映が図られること。） 

ｂ．処理担当箇所の長は、不適合処置・是正処置票等に是正処置方法を記載して、不適合の処理区分に応じて処理担当箇所の長にて承認または各組織の長の承認

（取りまとめ箇所の長の審査を含む）を得て必要な是正処置を実施する。 

なお、是正処置「否」の場合、処理担当箇所の長は、否の理由を記載して、不適合の処理区分に応じて処理担当箇所の長にて承認または各組織の長の承認（取りま

とめ箇所の長の審査を含む）を得る。 

（３）とった処置の結果の記録 

処理担当箇所の長は、とった是正処置およびその結果を記録し、不適合の処理区分に応じて処理担当箇所の長にて承認または各組織の長の承認を得る。 

「第１章４．関係する内部文書」にて定める保有責任者は、これを記録として維持管理する。 

（４）とった是正処置の有効性のレビュー 

処理担当箇所の長は、とった是正処置の有効性のレビューを実施する。 

（５）業務の計画および品質マネジメントシステムへの反映 

是正処置の対応において新たなリスクが確認された場合、以下の対応を実施する。 

ａ．処理担当箇所の長は、必要に応じて業務・原子力施設に係る改善のために実施された処置を変更する。この処置には、品質方針に影響するおそれのある社内外

の課題を明確にし、その課題に取り組むことを含む。 

ｂ．取りまとめ箇所の長は、必要に応じて品質マネジメントシステムの変更を検討、計画する。 
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未然防止処置通達 第２章 その他の事象の処置 

１．目的 

保安活動上の問題を見逃さないために、低いしきい値で広範囲の情報を収集・共有し、収集した問題をスクリーニングし、起こり得る不適合の原因を除去すること

により、不適合の発生防止を図ることを目的とする。 

２．その他の事象に関する情報の収集および共有 

（１）原子力発電所の要員は、保安活動上のその他の事象について、低いしきい値で気付いた問題等を報告する。 

（２）発電所は、収集した情報について安全上の重要度に応じたその他の事象の処置を行うために、CAPスクリーニング会議においてスクリーニングを実施する。 

  なお、スクリーニングの結果、ＣＡＱに該当する安全上重要と整理した問題についてはＣＡＰ会議にて影響度を確定させる。 

・影響度中：そのままでは、重要な不適合がいつ発生してもおかしくないと判断される状態 

・影響度低：そのままでは、処理区分Ａの不適合がいつ発生してもおかしくないと判断される状態 
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・Non-CAQ：影響度中および影響度低に属さない状態 

３．その他の事象の分析、原因の特定 

（１）分析、原因の特定 

処理担当箇所の長は、以下のとおり原因を特定しＣＡＰシステムＤＢまたは原子力保全総合システム等に入力する。 

ａ．処理担当箇所の長は、その他の事象に関する諸情報を入手し整理する。それらに基づき、また必要に応じて関係箇所も交えその他の事象の要因を抽出する。抽

出した要因から、真の再発の原因となり得る要因を特定する。特定にあたっては技術的、人的および組織的側面（業務プロセスのマネジメント）等の要因を考慮す

る。 

また、類似のその他の事象の有無を確認し、当該類似のその他の事象が再発する可能性を明確にする。 

ｂ．その他の事象において、そのままでは不適合処理区分Ａの不適合がいつ発生してもおかしくないと判断される場合は、処理担当箇所の長は、取りまとめ箇所の

長と協議のうえ、「人的要因分類表」を作成し、是正処置方法の承認を終えるまでに、人的要因による不適合か否かを判定する。また、処理担当箇所の長は、原因

の特定において安全文化との関係を整理する。 

c．その他の事象において、そのままでは重要な不適合がいつ発生してもおかしくないと判断される場合は、処理担当箇所の長は「人的要因分類表」の作成に加え、

時系列に整理する等により、直接要因を詳細分析する。ただし、「人的要因分類表」に記載されている詳細な分析が「否」となる事象を除く。 

（２）処置の必要性の評価と決定 

 処理担当箇所の長は、上記（１）項の原因の特定を踏まえ、以下のとおり是正処置の必要性を評価・決定し、処置を実施する。 

なお、その他の事象については、以下の是正処置対応を必ずしも必要とはしないが、再発状況またはデータ分析を踏まえた対応等、是正処置が必要と判断すれば適

切な是正処置を行う。 

処理担当箇所の長は、特定された原因に基づきその他の事象の原子力安全に対する重要性および以下の点に留意して、関係箇所および必要に応じ取りまとめ箇所の

長と協議し、是正処置の要否および是正処置内容を検討する。 

・再発防止のため、その他の事象の真の原因を除去する処置をとるものであるか。 

・検出されたその他の事象のもつ影響に応じたものであるか。 

・同種同類その他の事象の再発を防止できるか。 

・業務を繁雑にさせない内容、具体的な内容等、実務において実行しやすい内容か。 

・手順の文書化等、永続性のある手法か。 

・当該の業務に関係するものが遵守できる内容か。（必要な場合は、教育・訓練制度への反映が図られること。） 

４．必要な処置の実施 

処理担当箇所の長は、ＣＡＰシステムＤＢまたは原子力保全総合システム等に是正処置方法を記載して、ＣＡＰ処理区分表に応じて処理担当箇所の長にて承認また

は各組織の長の承認（取りまとめ箇所の長の審査を含む）を得て必要な是正処置を実施する。 

なお、是正処置「否」の場合、処理担当箇所の長は、否の理由を記載して、ＣＡＰ処理区分表に応じて処理担当箇所の長にて承認または各組織の長の承認（取りま

とめ箇所の長の審査を含む）を得る。 

５．とった処置の結果の記録 

処理担当箇所の長は、とった是正処置およびその結果を記録し、ＣＡＰ処理区分表に応じて処理担当箇所の長にて承認または各組織の長の承認を得る。 

「第１章４．関係する内部文書」にて定める保有責任者は、これを記録として維持管理する。 

６．とった是正処置の有効性のレビュー 

処理担当箇所の長は、とった是正処置の有効性のレビューを実施する。 

７．業務の計画および品質マネジメントシステムへの反映 

是正処置の対応において新たなリスクが確認された場合、以下の対応を実施する。 

（１）処理担当箇所の長は、必要に応じて業務・原子力施設に係る改善のために実施された処置を変更する。この処置には、品質方針に影響するおそれのある社内

外の課題を明確にし、その課題に取り組むことが含まれる。 

  （２）取りまとめ箇所の長は、必要に応じて品質マネジメントシステムの変更を検討、計画する。 
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データ分析通達 第２章 データ分析（別図１のデータ分析に係る業務フロー図参照） 

２．データ収集・分析 

データ収集・分析箇所の長は、経営監査室長によるレビュー、品質保証会議、原子力安全文化推進委員会、原子力部門ＣＳＲ推進委員会、発電所レビューのインプ

ットとするため、データ分析が必要な場合は、原子力部門の業務に応じて以下のデータを収集および分析する。 

なお、データの分析にあたっては、必要に応じ、統計的手法等（グラフ・数値データを集約した表等）を活用する。 

（１２）「状態報告（ＣＲ）」のデータ 

 

３．情報の提供 

データ収集・分析箇所の長は、データ分析結果を以下の事項に関連する情報としてとりまとめ、経営監査室長によるレビュー、品質保証会議、原子力安全文化推進

委員会、原子力部門ＣＳＲ推進委員会、発電所レビュー、是正処置プログラムのインプットとする。 

（１）原子力安全の達成に関する利害関係者の受けとめの傾向および特徴その他分析により得られる知見 

（２）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合 

（３）是正処置の機会を得ることを含む、プロセスおよび原子炉施設の、特性および傾向 

（４）供給者のパフォーマンス 
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品質目標通達 ５．品質目標達成状況の評価 

（５）部門の長および階層の長は、計画どおりの結果が達成できない場合には、適切に、品質目標の修正および是正処置をとる。なお、ここでいう修正および是正

処置とは、品質目標の管理の中で、不適合を除去し、原因を追求し対策を実施することをいう。 

 

Ｅ(8.2.3)、Ｆ(8.2.3) 

（参考） 

是正処置プログラムに係

る要綱 

第１章 ＣＲの報告 

１．目的 

発電所における安全上の問題を見逃さないために、低いしきい値で広範囲の情報を収集することを目的とする。 

２．ＣＲの報告 

より重大な問題への発展を防止するため、不適合に該当しない軽微な事象や、不適合の前兆となる（発生前の）事象まで含めて、低いしきい値で気付いた問題等を

以下のとおり報告する。（別表２－１「ＣＲ報告業務例（発電所編）」） 

（１）当社社員による報告 

問題等を発見・確認した者は、Ｍ３５等にてＣＲを報告する。 

（２）協力会社社員による報告 

問題等を発見・確認した場合、様式例１「発電所構内で発見した問題等について」またはＭ３５等により、当社に報告する。帳票により報告された場合、当社社員

がＭ３５へ代行入力を行う。 

（３）他発電所からの情報 

品質保証室課長は、第３章３．（４）で得られた他発電所からのＣＡＱ情報をＭ３５にてＣＲを報告する。 

第２章 スクリーニング会議への付議 

１．目的 

報告されたＣＲを、安全上の重要度に応じて分類することを目的とする。 

２．スクリーニング会議メンバー 

品質保証室長、品質保証室課長、電気技術アドバイザー、機械技術アドバイザー、発電室役職者および情報管理専任者とし、半数以上の出席で会議は成立するもの

とする。 

なお、電気技術アドバイザーおよび機械技術アドバイザーの代理として電気工事グループ課長、機械工事グループ課長または保修課の役職者が代理人として出席す

ることができ、情報管理専任者の代理として技術課長が代理人として出席することができる。 

上記メンバーは、「教育・訓練要綱」に定める役職者としての力量評価区分が「Ｂ」以上の力量を有する者とする。 

会議責任者は、品質保証室長（不在時は品質保証室課長が代行する）とし、事務局は品質保証係長とする。また、原子力安全統括をオブザーバーとする。 

また、ＣＲの内容に応じて、品質保証室長は、上記メンバー以外にも出席を依頼することができる。 

３．スクリーニング会議の運営 
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スクリーニング会議については、原則毎日（平日）以下のとおり実施する。 

（１）スクリーニング会議への審議情報の付議 

品質保証係長は、Ｍ３５等に登録されたＣＲをスクリーニング会議へ付議する。 

（２）スクリーニング会議での審議項目 

スクリーニング会議に付議されたＣＲについては、以下の観点で審議する。 

ａ．即時対応の必要性、対外報告に漏れがないことの確認 

ｂ．安全の重要度に応じてＣＡＱとＮｏｎ－ＣＡＱの分類を決定するとともに、不適合の判断も行う。（別表３「ＣＡＰ処理区分表（兼不適合処理区分表）」参照） 

ｃ．ＣＡＱの場合、安全への影響度の分類（案）および処理担当箇所（案）を決定する。 

なお、影響度は別表３によるが、ＳＤＰ評価が白相当以上は「高」、緑相当は「中」を目安とする。 

ｄ．Ｎｏｎ－ＣＡＱの場合、処理担当箇所を決定する（明らかに対応が不要と判断される事象を除く）。 

品質保証係長はスクリーニング審議結果を記録するとともに、ＣＡＰ会議メンバーを含む関係者へ通知し共有する。 

また、品質保証係長、処理担当箇所の長および業務所管箇所の長は、Ｍ３５等のＣＲへ審議結果を必要により反映する。 

第３章 ＣＡＰ会議への付議 

１．目的 

スクリーニング会議にてＣＡＱと判断されたものを発電所長等に報告し、安全上重要な問題を所内で審議および共有することを目的とする。 

２．ＣＡＰ会議メンバー 

所長、原子力安全統括、副所長、運営統括長、品質保証室長、安全・防災室長、所長室長、発電室長、原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主

任技術者および廃止措置主任者（選任している発電所のみ）とし、半数以上の出席で会議は成立するものとする。 

また、各課長および情報管理専任者をオブザーバーとする。 

会議責任者は発電所長（不在時は原子力安全統括、副所長または運営統括長が代行する）とし、事務局は品質保証室課長とする。 

３．ＣＡＰ会議の運営 

ＣＡＰ会議は、原則毎日（平日）以下のとおり実施する。 

（１）ＣＡＰ会議への審議情報の付議 

品質保証室課長は、スクリーニング会議においてＣＡＱと判断されたＣＲを付議する。 

また、スクリーニング会議においてＮｏｎ－ＣＡＱと判断したものであっても、ＣＡＱと判断すべきか議論になったものは、適宜ＣＡＰ会議に報告する。 

なお、スクリーニング会議に付議されていないＣＲであっても、速やかにＣＡＰ会議へ付議すべき安全上重要な問題については、直接ＣＡＰ会議に付議することが

できる。 

（２）ＣＡＰ会議での審議項目 

ＣＡＰ会議に付議されたＣＲについては、以下の観点で審議する。 

ａ．安全への影響度の分類の決定（別表３「ＣＡＰ処理区分表（兼不適合処理区分表）」参照） 

ｂ．処理担当箇所の決定 

ｃ．ＣＡＱの処置方法（不適合処置、是正処置、未然防止処置） 

品質保証室課長はＣＡＰ審議結果を記録し、品質保証室長の承認を得たうえで、発電所長およびその他の関係者へ通知し共有する。 

また、品質保証室課長、処理担当箇所の長および業務所管箇所の長は、Ｍ３５等のＣＲへ審議結果を必要により反映する。 

（３）ＣＡＰ会議への報告事項 

以下の事項を適時ＣＡＰ会議に報告する。 

ａ．ＣＡＱと判断されたＣＲの処置状況（品質保証室課長にてとりまとめ） 

ｂ．不適合処理区分Ｂ以上の不適合処置、是正処置の結果 

第４章 ＣＲに対する処置対応 

１．目的 

ＣＲに対する各課（室）での対応プロセスを明確にし、適切に処置が行われることを目的とする。 

２．ＣＲの管理 
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ＣＲに対して以下のとおり対応し、対応内容についてはＭ３５等に反映する。 

（１）ＣＲの処理 

ａ．不適合と判断されたＣＲ 

処理担当箇所の長は、別表３により不適合と判断されたＣＲについて、「品質マネジメントシステムに係る不適合管理および是正処置所達」に基づき不適合処置お

よび是正処置の処理を行う。 

ｂ．不適合対象外と判断されたＣＲ 

不適合対象外と判断されたＣＲでＣＡＱ（別表３「ＣＡＰ処理区分表（兼不適合処理区分表）」の「未然防止処置およびその他の事象の処置が必要なもの（不適合

対象外）」に該当するＣＡＱ）については、処理担当箇所にて適切に処置を実施する。（処置方法についてはＣＡＰ会議に付議する。） 

なお、処置後、処理担当箇所においてとった処置の有効性のレビューを行う。 

また、不適合対象外と判断されたＣＲでＮｏｎ－ＣＡＱについては、処理担当箇所の長が処置の必要性を決定したうえで、各社内標準等に基づき管理し、業務所管

箇所の長は処理担当箇所による処理状況をフォローする。 

（２）ＣＡＱと判断されたＣＲのフォロー 

品質保証室長は、ＣＡＱと判断されたＣＲについて、その処置状況をフォローする。 

（３）処理担当箇所の見直しについて 

処理担当箇所の長は、ＣＲ内容を確認した結果、スクリーニング会議で決定された処理担当箇所が異なると判断した場合、品質保証室課長へ連絡する。 

品質保証室課長は、上記連絡を受け処理担当箇所を見直す。 

第５章 ＣＲの分析および改善 

１．目的 

報告されたＣＲの傾向等を分析することにより、発電所の問題点を把握し、改善に繋げることを目的とする。 

２．ＣＲの分析 

品質保証室長は、報告されたＣＲに対し毎年特性および傾向等の分析を行うことにより、改善が必要なプロセス、設備等がないか確認する。 

品質保証室長は、分析結果をＣＡＰ会議に付議し、改善を行う処理担当箇所を決定したうえで、分析結果を記録する。 

３．ＣＲの分析結果を踏まえた改善 

処理担当箇所の長はＣＲを作成し、改善のための処置を実施する。 

 

    別表２ ＣＲ報告業務例 

Ｎｏ 入力項目 

1 不適合処置・是正処置 

2 未然防止処置（当社原子力発電所不具合情報、国外原子力発電所不具合情報、国内

他社原子力発電所不具合情報、その他の不具合情報等） 

3 各種パトロール（ＭＯ、プラントウォークダウン含む）における指摘・気付き 

4 個人被ばく 

5 プラント水質の低下（1次系、2次系） 

6 原子力規制検査等における指摘事項・気付き事項 

7 ＰＩの劣化傾向 

8 内部監査における不適合・改善要望事項 

9 原子力安全規制等からの指摘 

10 安全技術アドバイザーからの指摘 

11 ハットヒヤリ事例 

12 ＳＡ訓練反省事項 

13 原子力防災訓練反省事項 

14 ＷＡＮＯ、ＪＡＮＳＩからの指摘 

15 ベンチマーキングからの改善事項 

16 所内会議における懸案事項 

17 品質目標の未達成 

18 協力会社の不適合 

19 当直員の巡回点検における気付き 

20 所員等からの安全上の気付き事項（その他の気付き事項） 
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